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午前・午後１０時５５分 

東郷町議会議長     加藤啓二 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 ５ 番  氏名    山田達郎 ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                            №２－１  

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 １  災害対策に

ついて  

 

[1] 東南海地震が予想されている中で、帰

宅困難者が想定されます、町外の方たちが

通勤時等で地震が起き完全停車の場合も予

想される為、対策を考えるべきだと思いま

す。１５３号線・56 号線・57 号線など交通

量の多い道路にて地震の影響で木や電柱が

倒れ道路が封鎖された場合において予想さ

れる以下についてお答えください。  

 

①  完全にストップした場合、東郷町におい

て 153 号線での車両台数、人数、 56 号

線・ 57 号線と順番にお答えください。  

②  町内事業者が保有する重機などの数か

ら予想される障害物の撤去にかかる時

間と災害時に地元業者等の災害協定は

どのようになっているか。  

③  ナンバーの付いていない重機やリフト

など災害時には道路を走れるのか。  

④  復旧まで予想される時間、日数はどのよ

うになっており復旧されるまでの飲食、

トイレは車から降り、付近の住宅など助

けを求めると思うがどのように予想さ

れるか。  

⑤  災害時にトイレ可能、飲食可能など協力

して頂ける民家やお店等にステッカー

を配り協力できる方が災害時に意思表

示できるようにしては如何か。  

⑥  企業や民家など防災倉庫代わりに保存

飲料、保存食を空いているスペースに置

かせて頂く事は可能か？  

 

 

町長  

担当部長  

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。



                 ５番氏名  山田達郎   №２－２  

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 ２  町長選挙へ

の出馬につい

て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３  役場の盗難

被害について 

 

 

[1] 川瀬町長は、本年 9 月 17 日をもって  

任期満了になるが 8 月頃に町長選挙が予

定されているようである。  

私は川瀬町長の 2 期約 8 年間のこれまで

の町政運営を高く評価しており、今後の

まちづくりにも、行政手腕を発揮して頂

きたいと思っている。  

明治 39 年春木村と諸輪村が合併し誕生

してから 100 年以上の歴史ある東郷町で

あるが、いよいよ本番を迎えるセントラ

ル開発は、今後の東郷町を左右するほど

の最重要課題であり必ず成功させなけれ

ばならない。  

そこで、川瀬町長の決意と所信をお聞か

せ願いたい。  

 

①  1期目と 2期目は非常に厳しい選挙戦で

あったが、東郷町を考えれば中途半端

に辞めてほしくない、セントラル開発

を必ず最後まで責任を持って成功させ

てほしいという願いであるが、町長選

挙に出馬するかしないかお答えくださ

い。  

②  印象的なのは数多くあるが、中でもマ

ニュフェストでは小学校 6 年生までの

医療費無料であったが 18 歳まで一気に

引き上げた、その他は有言実行であり

98 点であると私は評価する、北海道の

南富良野では 22 歳まで医療費無料と驚

いたが東郷町が 18 歳までの医療費無料

は今後の発展なくして継続は厳しいと

思う、マイナスの 2 点は西部地区にお

ける民間交番の開設が出来ていないと

いう事であるが、2 期 8 年におけるまち

づくりの取り組みと、今後のまちづく

りの課題についての考えをお聞かせ下

さい。  

 

 [1] 平成２６年２月４日「東郷町役場６課１３２

万円盗難被害」との新聞報道があった。 

① 発生日時、被害額、被害届など、窃盗事件の

概要について 

② セキュリティ対応、職員への注意喚起など、

今後講ずる対策について 

 

 

町長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

   

（注）要旨は、具体的に記載すること。  


